
 

日本学術振興会 育志賞推薦に関するＱ＆Ａ 

 

 

Ｑ１．受賞の候補となる者は？ 

Ａ１．推薦要項「４．対象者」の条件を満たし、「５．推薦権者」に掲げる者が推薦

する者です。なお、機関等による推薦枠がありますので、推薦者は厳選の上、候

補者を推薦してください。 

 

Ｑ２．推薦者の所属大学院及び所属学会以外の者の推薦は認められるか？ 

Ａ２．認められません。 

 

Ｑ３．海外からの留学生の推薦は認められるか？ 

Ａ３．推薦要項「４．対象者」の条件を満たしていれば可能です（国費留学生かどう

かは問いません）。 

  

Ｑ４．推薦書提出の際、特に注意が必要なところは？ 

Ａ４．１）提出書類が必要部数（３部）そろっていますか 

      ２）推薦書等に記入漏れはありませんか 

３）推薦書は片面印刷されていますか 

４）推薦理由書作成者は２名いますか（内１名は候補者と同一の大学院に所属

する研究指導者ですか） 

５）推薦理由書作成者はそれぞれ推薦理由書（様式３－①・②）を書いていま

すか 

６）候補者の年齢が平成２４年４月１日現在３４歳未満ですか 

７）様式２及び様式３の署名欄は自署ですか（ただし、様式２は職印も場合に

より可能です） 

 

Ｑ５．学業奨励金の使用方法及び報告は必要か？ 

Ａ５．学業奨励金は受賞者が学業や研究等の発展のために自由に使用することができ

ます。したがって、本会に使用計画書及び支出報告書の提出の必要はありません。

なお、一時所得となるので確定申告が必要です。 

 

Ｑ６．日本学術振興会特別研究員や他のフェローシップに採用中の者、及び奨学金を

受給している者の推薦は可能か？ 

Ａ６．可能です。なお、日本学術振興会特別研究員等の各種フェローシップに採用歴

のある者は、「職歴等」（様式２－⑨）にその旨記載してください。なお、受賞

者が推薦要項「12．受賞後の取扱い」により特別研究員として採用を希望し、採

用される際には、他のフェローシップや奨学金の受給を辞退していただきます。  



 

Ｑ７．推薦権者として、学部長や研究科長は認められるのか？ 

Ａ７．認められません。（個人推薦はできません。） 

 

Ｑ８．大学長推薦と学会長推薦で、候補者の取扱いが異なるのか？ 

Ａ８．候補者の取扱いに関し、学長推薦と学会長推薦は同一に取り扱います。 

 

Ｑ ９ ． 大 学 長 推 薦 は 、 ３ 名 で き る の か ？  

Ａ ９ ． 大 学 長 推 薦 に お い て は 、 人社系、理工系、生物系各１名の計３名まで推薦

が可能です。したがって、ある系の候補者がいない場合には、推薦できる人数が

減ることとなります。例えば、人社系の候補者がいない場合は、理工系１名、生

物系１名の計２名推薦が可能です。なお、学会長推薦においては、学会当たり１

名の推薦となります。 

 

Ｑ １ ０ ． 面 接 選 考 は ど の よ う に 行 わ れ る の か ？  

Ａ １ ０ ．書 類 選 考 に よ り 決 定 し た 面 接 選 考 対 象 候 補 者 に 対 し 、別 途 通 知 い た

し ま す 。  

 

Ｑ １ １ ． 受 賞 者 が 特 別 研 究 員 等 に 採 用 さ れ る 場 合 の 諸 手 続 き は ？  

Ａ １ １ ． 受 賞 者 に 対 し 、 別 途 通 知 い た し ま す 。  

 

Ｑ １ ２ ． 外 国 人 学 生 の 推 薦 は 可 能 か ？  

Ａ １ ２ ．日 本 に 永 住 を 許 可 さ れ て い る 外 国 人 、外 国 人 留 学 生 と も に 推 薦 が 可

能 で す 。  

 

Ｑ １ ３ ．通 信 制 の 博 士 課 程 後 期 学 生 の 推 薦 は 可 能 か ？ ま た 、社 会 人 の 学 生 も

推 薦 対 象 に な る か ？  

Ａ １ ３ ． 「 学 籍 」 を 有 す る 博 士 後 期 課 程 の 学 生 で あ れ ば 可 能 で す 。  

 

Ｑ １ ４ ． 専 門 職 大 学 院 学 生 の 推 薦 は 可 能 か ？   

Ａ １ ４ ．推 薦 要 項 １ ．対 象 者 の「 大 学 院 博 士 後 期 課 程 」に は 当 た ら な い た め 、

で き ま せ ん 。  

 

Ｑ １ ５ ． 休 学 中 の 学 生 の 推 薦 は 可 能 か ？  

Ａ １ ５ ．推 薦 要 項 １ ．対 象 者 の「 在 学 し て い る 者 」に は 当 た ら な い た め 、で

き ま せ ん 。  

 


